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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】降雨によって舗装体内の貯留した雨水を、効率
的に排水可能な透水コンクリート舗装の舗装構造及び施
工方法を提供する。
【解決手段】透水路盤２０と、透水路盤２０の上部に舗
設されるとともに、舗装表面１１の骨材１２に平滑な研
削表面が形成されるポーラスコンクリート舗装と、を有
し、前記ポーラスコンクリート舗装は、２ｍ以下の間隔
で鉛直方向に切断されて複数のポーラスコンクリート舗
装版が形成されて成ることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　路盤と、該路盤の上部に舗設されるとともに、舗装表面の骨材に平滑な研削表面が形成
されるポーラスコンクリート舗装と、を有し、
　前記ポーラスコンクリート舗装は、２ｍ以下の間隔で鉛直方向に切断されて複数のポー
ラスコンクリート舗装版が形成されて成る
　ことを特徴とする透水コンクリート舗装。
【請求項２】
　前記路盤の間隙率は３０％以上であり、前記ポーラスコンクリート舗装の透水係数は３
×１０－２ｃｍ／ｓｅｃ以上である
　請求項１に記載の透水コンクリート舗装。
【請求項３】
　前記舗装表面の前記骨材の表面粗さ（Ｒａ）はＲａ≦０．６μｍである
　請求項１又は２に記載の透水コンクリート舗装。
【請求項４】
　前記路盤は単粒砕石又はバラストによって構築される
　請求項１～３のいずれかに記載の透水コンクリート舗装。
【請求項５】
　前記骨材に形成される前記平滑な研削表面は光沢を有し、周囲の鏡像を映し出すことが
可能である
　請求項１～４のいずれかに記載の透水コンクリート舗装。
【請求項６】
　路盤を構築する路盤構築工程と、
　前記路盤の上部にポーラスコンクリート舗装を舗設する舗装工程と、
　前記ポーラスコンクリート舗装の舗装表面を研削する研削工程と、
　前記ポーラスコンクリート舗装を所定の間隔で鉛直方向に切断する切断工程と、を有し
、
　前記研削工程では、前記舗装表面の骨材を研削して平滑な研削表面を形成し、
　前記切断工程では、前記ポーラスコンクリート舗装を２ｍ以下の間隔で鉛直方向に切断
して複数のポーラスコンクリート舗装版を形成する
　ことを特徴とする透水コンクリート舗装の施工方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、舗装体内の雨水を効率的に排水可能な、透水コンクリート舗装の舗装構造及
び施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、排水構造物の設計降雨強度は５０ｍｍ／ｈｒであったが、近年、気候変動の影響
から、例えば首都圏では設計降雨強度が１１０ｍｍ／ｈｒに改訂されている。しかしなが
ら、所謂ゲリラ豪雨が頻発する現代において、十分な降雨対策が行われていない状況にあ
る。
【０００３】
　このような状況の中、従来から、舗装面に降った雨水を舗装面下の路盤や路床に浸透さ
せることができるアスファルト舗装として透水性舗装があり、例えば、特許文献１の段落
００６５や図１等に記載されているように、降雨強度の増加に対応して、路床部に排水用
の有孔管を布設するなどの対応が従来採られていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２６２５０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記したような従来型の透水性舗装において、表層の透水係数は一般的に１０
－２ｃｍ／ｓｅｃオーダーであり、前述したような１００ｍｍ／ｈｒ以上の雨水を瞬時に
舗装体以下に浸透させることはできない。また、従来型の透水性舗装は、路面骨材の粗度
が大きいため、表層の空隙部に雨水が流れ込むのに時間を要するという問題がある。
【０００６】
　さらに、従来型の透水性舗装において、クラッシャラン等で構築される路盤は、一般的
に間隙率が１０％以下であり、舗装面に降った雨水を一旦貯留して流出量を調整するには
容量が足りていない。
【０００７】
　加えて、従来型の透水性舗装の性質として、路盤内に貯留した雨水を路床以下に浸透さ
せたり、さらに排水暗渠を設置した場合であっても、雨水による路盤の飽和状態を脱する
のに相当の時間を要するという課題を抱えている。
【０００８】
　そこで本願発明は、降雨によって舗装体内の貯留した雨水を、効率的に排水可能な透水
コンクリート舗装の舗装構造及び施工方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（１）路盤（透水路盤２０）と、該路盤（透水路盤２０）の上部に舗設されるとともに、
舗装表面１１の骨材１２に平滑な研削表面が形成されるポーラスコンクリート舗装１０と
、を有し、前記ポーラスコンクリート舗装１０は、２ｍ以下の間隔で鉛直方向に切断され
て複数のポーラスコンクリート舗装版が形成されて成ることを特徴とする透水コンクリー
ト舗装１００。
【００１０】
　上記（１）の構成によれば、ポーラスコンクリート舗装１０は、２ｍ以下の間隔で鉛直
方向に切断されて複数のポーラスコンクリート舗装版が形成されるので、ポーラスコンク
リート舗装版に車輪の輪荷重が加わることによって、切断目地４０を境にして下方に向け
て路盤（透水路盤２０）を圧縮し、舗装体内に貯留していた雨水を舗装表面１１に排出さ
せることが可能となる。
【００１１】
　これにより、舗装表面１１に排出された雨水を晴天時に蒸発させることが可能となるほ
か、平滑な研削表面を形成させて表面に露頭した骨材個々の粗度係数を下げるとともに舗
装表面１１の表面積を減少させたポーラスコンクリート舗装１０によって、雨水を速やか
に空隙１３に流入させることも可能となる。このような作用・効果により、再び起こり得
るゲリラ豪雨を前に、透水コンクリート舗装１００における雨水の貯留容量をリカバリー
することが可能となる。
【００１２】
　加えて、貯留雨水が舗装表面１１へ排水される際に、ポーラスコンクリート舗装１０の
空隙内に堆積した土砂等の異物が一緒に排出されるため、空隙潰れ等が抑制され、透水コ
ンクリート舗装１００の透水機能を長期間に亘って維持することが可能となる。
【００１３】
（２）前記路盤（透水路盤２０）の間隙率は３０％以上であり、前記ポーラスコンクリー
ト舗装１０の透水係数は３×１０－２ｃｍ／ｓｅｃ以上である（１）に記載の透水コンク
リート舗装１００。
【００１４】
　上記（２）の構成によれば、前述の（１）による効果に加え、路盤（透水路盤２０）の
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間隙率を３０％以上とすることにより、より多くの雨水を貯留することができ、さらに、
ポーラスコンクリート舗装１０の透水係数を３×１０－２ｃｍ／ｓｅｃ以上とすることに
より、大量の雨水を速やかに舗装体内に浸透させることが可能となる。
【００１５】
（３）前記舗装表面１１の前記骨材１２の表面粗さ（Ｒａ）はＲａ≦０．６μｍである（
１）～（２）のいずれかに記載の透水コンクリート舗装１００。
【００１６】
　上記（３）の構成によれば、前述の（１）又は（２）のいずれかによる効果に加え、舗
装表面１１の骨材１２の表面粗さ（Ｒａ）をＲａ≦０．６μｍとすることにより、舗装表
面１１の雨水を速やかに空隙１３内に流入させることが可能となる。
【００１７】
（４）前記路盤（透水路盤２０）は単粒砕石又はバラストによって構築される（１）～（
３）のいずれかに記載の透水コンクリート舗装１００。
【００１８】
　上記（４）の構成によれば、前述の（１）～（３）のいずれかによる効果に加え、路盤
（透水路盤２０）の路盤材料として単粒砕石又はバラストを使用することにより、間隙率
が１０％以下となる通常のクラッシャラン等による路盤に比べて、大幅に透水機能や雨水
の貯留量を向上させることができる。
【００１９】
　加えて、単粒砕石またはバラストを使用することによって、雨水が浸透することによる
路盤（透水路盤２０）の軟弱化を防ぐことが可能となる。
【００２０】
（５）前記骨材１２に形成される前記平滑な研削表面は光沢を有し、周囲の鏡像を映し出
すことが可能である（１）～（４）のいずれかに記載の透水コンクリート舗装１００。
【００２１】
　上記（５）の構成によれば、前述の（１）～（４）のいずれかによる効果に加え、ポー
ラスコンクリート舗装１０の舗装表面１１に周囲の鏡像を映し出すことが可能な平滑で光
沢のある研削面を形成することにより、磨かれた御影石調の透水コンクリート舗装１００
を構築することが可能となる。
【００２２】
（６）路盤を構築する路盤構築工程と、前記路盤の上部にポーラスコンクリート舗装を舗
設する舗装工程と、前記ポーラスコンクリート舗装の舗装表面を研削する研削工程と、前
記ポーラスコンクリート舗装を所定の間隔で鉛直方向に切断する切断工程と、を有し、前
記研削工程では、前記舗装表面の骨材を研削して平滑な研削表面を形成し、前記切断工程
では、前記ポーラスコンクリート舗装を２ｍ以下の間隔で鉛直方向に切断して複数のポー
ラスコンクリート舗装版を形成することを特徴とする透水コンクリート舗装の施工方法。
【００２３】
　上記（６）の構成によれば、ポーラスコンクリート舗装１０を、２ｍ以下の間隔で鉛直
方向に切断し、複数のポーラスコンクリート舗装版を形成することにより、当該ポーラス
コンクリート舗装版に車輪の輪荷重が加わると、切断目地４０を境にして下方に向けて路
盤（透水路盤２０）が圧縮され、舗装体内に貯留していた雨水を舗装表面１１に排出させ
るとともに、路床３０への雨水の浸透を促進することが可能となる。
【００２４】
　これにより、舗装表面１１に排出された雨水を晴天時に蒸発させることが可能となるほ
か、平滑な研削表面が形成されたポーラスコンクリート舗装１０によって、速やかに周辺
の排水溝などへ雨水を排水することも可能となる。このような作用・効果により、再び起
こり得るゲリラ豪雨を前に、透水コンクリート舗装１００における雨水の貯留容量をリカ
バリーすることが可能となる。
【００２５】
　加えて、貯留雨水が舗装表面１１へ排水される際に、ポーラスコンクリート舗装１０の
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空隙内に堆積した土砂等の異物が一緒に排出されるため、空隙潰れ等が抑制され、透水コ
ンクリート舗装１００の透水機能を長期間に亘って維持することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施例における透水コンクリート舗装の施工手順を説明するための断面
図を模式的に示している。
【図２】本発明の実施例における透水コンクリート舗装の断面の一例であり、雨水の浸透
態様を模式的に示している。
【図３】本発明の実施例におけるポーラスコンクリート舗装の切断態様を説明する図であ
って、（ａ）には模式断面図が、（ｂ）には模式平面図が示されている。
【図４】本発明の実施例におけるポーラスコンクリート舗装版のポンピング態様を説明す
る模式断面図である。
【図５】本発明の実施例における透水コンクリート舗装の施工順序の一例を示した施工フ
ロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態に係る透水コンクリート舗装１００の舗装構造及び施工方法に
ついて、図５に示された施工フロー図に従って説明する。
【００２８】
（透水路盤工：Ｓ１００）
　図１には、本発明の実施形態に係る透水コンクリート舗装１００の施工順序を説明する
ための断面図が模式的に示されているが、まず路床３０の上部に所定の厚さを有する透水
路盤２０を構築する。なお、路盤材として単粒砕石又はバラスト等を使用し、透水路盤２
０の間隙率を３０％以上とすることが好ましい。
【００２９】
　上記のような本発明の透水路盤２０により、間隙率が１０％以下となる通常のクラッシ
ャラン等による路盤に比べて、大幅に透水機能を向上させることができるとともに、より
多くの雨水を透水路盤２０内に貯留させることが可能となっている。加えて、雨水を速や
かに透水路盤２０内に取り込み、路床３０への浸透を促すことが可能となっている。
【００３０】
　さらに、単粒砕石又はバラストを使用することによって、雨水が浸透することによる透
水路盤２０の軟弱化を防ぐことが可能となっている。なお、単粒砕石等の粒径は適宜選択
することが可能であり、大きな間隙率を確保することができるものであれば、必ずしも単
粒砕石やバラストの使用に限定されるものではない。
【００３１】
（透水舗装工：Ｓ１１０）
　続いて、図１の模式断面図に図示されるように、透水路盤２０の上部に所定の厚さを有
し、連続した空隙１３を有するポーラスコンクリート舗装１０の舗設を行う。なお、雨水
を速やかに舗装体内に浸透させる観点から、透水係数は３×１０－２ｃｍ／ｓｅｃ以上と
することが好ましい。
【００３２】
　上記したように、本発明では、透水性舗装において一般的に用いられる開粒度のアスフ
ァルト混合物ではなく、セメントを使用したポーラスコンクリートを舗装材料として使用
している。これにより、夏場の高温時にアスファルトが軟化して空隙潰れを起こし、透水
機能が大幅に低下してしまうような不具合を確実に防止することが可能となっている。
【００３３】
（舗装表面の研削処理：Ｓ１２０）
　上記のようにしてポーラスコンクリート舗装１０の舗設が完了し、当該ポーラスコンク
リートが所定の強度を確保したら、ポーラスコンクリート舗装１０の舗装表面１１に対し
て研削処理を行う。
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【００３４】
　図１には研削処理前のポーラスコンクリート舗装１０の断面が示されており、研削前の
骨材１２の表面は凹凸を有する粗面となっている。そして、研削処理では汎用の研削装置
を使用し、骨材１２の表面を研削して図２に示されるような平滑な研削面を形成する。こ
れにより舗装表面１１の表面積を減らすとともに、骨材１２の表面の粗度係数を下げるこ
とによって、雨水を速やかに空隙１３に流入させることが可能となる。
【００３５】
　なお、上記した研削装置は、舗装表面１１を研削できるものであれば特に機種が限定さ
れるものではないが、例えば、舗装表面１１に対して平行に回転する研削用ブレードを備
えた研削装置を使用すると、骨材１２の研削面を非常に滑らかに形成することができる。
また、舗装表面１１に対して垂直に回転する研削用ブレードを使用することも可能である
。
【００３６】
　また、研削処理においては、一度に所定の研削厚さの研削を行っても良いし、複数回に
分けて研削装置による研削を行って、所定の研削厚さまで研削を行うようにしてもよい。
例えば、第一段階で行う研削厚さ分を粗削りで行い、最終仕上げ段階では設定した研削厚
さまで肌理細かく研削することも可能である。これにより、研削工程を効率よく短期間で
行うことができる。
【００３７】
　より具体的には、第一段階で行う粗削りでは、研削装置に粗目の研削用ブレードを取り
付けて研削し、最終段階で行う研削では、研削面を肌理細かく研削できるような細目の研
削用ブレードを取り付けて研削することが可能である。このような方法によれば、骨材１
２に、周囲の鏡像を映し出すことが可能な平滑で光沢のある研削面を形成することが可能
となり、美観性に優れた意匠的な舗装表面１１を形成することができる。
【００３８】
　また、研削処理では、概ね０．５ｍｍ～５ｍｍの範囲内で研削されるのが好ましく、骨
材１２の研削面の表面粗さ（Ｒａ）をＲａ≦０．６μｍとすることで、骨材１２の表面の
粗度係数を下げ、雨水を速やかに空隙１３に流入させることが可能となる。
【００３９】
（ポーラスコンクリート舗装の切断：Ｓ１３０）
　続いて、図３（ａ）の断面図及び図３（ｂ）の平面図に示されるように、舗設されて舗
装表面１１の研削処理が完了したポーラスコンクリート舗装１０の全断面を、所定の間隔
で鉛直方向に切断し、切断目地４０を形成する。より詳細に説明すると、切断目地４０の
幅は３～１０ｍｍ程度とし、汎用の舗装カッターを使用してポーラスコンクリート舗装１
０の全断面を切断する。このようにして、図３（ｂ）の平面図に示されるような区画され
た複数のポーラスコンクリート舗装版が形成される。
【００４０】
　なお、本実施例では、図３（ａ）、（ｂ）に図示される切断目地間隔Ｌ及びＷを２ｍ以
下にして切断目地４０が形成されている。この切断目地間隔Ｌ及びＷは、普通自家用車に
おける前輪と後輪との距離である所謂ホイールベースの寸法に基づいており、必ず車両の
前輪と後輪がそれぞれ異なるポーラスコンクリート舗装版に載るように設定している。す
なわち、車両の進行に併せて順次各ポーラスコンクリート舗装版に車両の前輪と後輪が載
るように構成されている。
【００４１】
　図４の断面図には、切断目地４０を境にして、車輪の輪荷重が加わっていないポーラス
コンクリート舗装版１０Ｂと、車輪の輪荷重が加わっているポーラスコンクリート舗装版
１０Ａとが模式断面図として図示されている。図示されるように、車輪の輪荷重か加わっ
ているポーラスコンクリート舗装版１０Ａは、切断目地４０を境にして、下方に向けて透
水路盤２０を圧縮し、舗装体内に貯留していた雨水を舗装表面１１に排出させるように構
成されている。
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【００４２】
　このようなポーラスコンクリート舗装版１０Ａによるポンピング作用によって舗装表面
１１に排出された雨水は、晴天時に蒸発させることが可能となるほか、研削されて平滑と
なった舗装表面１１によって、速やかに周辺の排水溝などへ排水することが可能となって
いる。
【００４３】
　したがって、上記のようなポンピング作用による貯留雨水の排水効果によって、再び起
こり得るゲリラ豪雨を前に、透水コンクリート舗装１００における雨水の貯留容量をリカ
バリーすることが可能となっている。
【００４４】
　加えて、ポーラスコンクリート舗装版１０Ａのポンピング作用により、貯留雨水の排水
と伴に、ポーラスコンクリート舗装１０の空隙１３内に堆積した土砂等の異物が排出され
るため、空隙潰れ等が抑制され、透水コンクリート舗装１００の透水機能を長期間に亘っ
て維持することが可能となっている。
【００４５】
［その他の実施例］
　以上、本発明の一実施形態について図面に基づいて説明したが、各技術構成は上記した
実施例に限定されるものではない。
【００４６】
　例えば、本発明の透水コンクリート舗装１００においては、舗装表面１１に研削が施さ
れる対象となるポーラスコンクリート舗装１０の仕様により、様々な視覚的効果を期待す
ることができる。例えば、着色顔料を含んだポーラスコンクリート舗装１０や、舗装表面
１１が塗材により着色されたポーラスコンクリート舗装１０を適用した場合は、骨材の研
削面と、研削されていない部分との色合いにより、複雑な色調を有する透水コンクリート
舗装１００を構築することが可能となる。
【００４７】
　また、ポーラスコンクリート舗装１０に配合される骨材１２として、石灰石やガラス、
様々な色を有する骨材１２を配合することも可能であり、これにより、通常の砕石骨材を
使用する場合よりも舗装全体を明るく見せたり、ガラスなどを使用して光を乱反射させて
見せたりと、様々な美観性、機能性を持たせることも可能である。
【００４８】
　また、図４に図示されるように、透水路盤２０内に２点鎖線で示される態様で導水シー
ト５０を配してもよく、このように構成することで、前述したポンピング作用によって透
水路盤２０底部の貯留雨水を揚水させ、さらに上記導水シート５０によって透水コンクリ
ート舗装１００の外部へ雨水を導水させることが可能となる。
【００４９】
　例えば、実施例として、幅２ｍの導水シート５０を３ｍ間隔で透水コンクリート舗装１
００の横断方向に帯状に配し、透水コンクリート舗装１００脇の植え込みに導水したり、
公知の給水型熱環境対策舗装構造物に対して導水することも可能である。
【００５０】
　また、上記導水シート５０は、透水路盤２０の上面より５０ｍｍ程度下方の位置に配す
ることが望ましいが、任意の深さ位置に配することが可能であり、垂直方向へ３０ｃｍ程
度の揚水能力を有する上記導水シート５０を使用することによって、貯留水を排水したり
、上記したように導水して有効に利用することが可能である。
【００５１】
　以上、本発明の実施形態や別実施形態について説明したが、具体的な構成は、これらの
実施形態に限定されるものではない。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく
特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのす
べての変更が含まれる。
【符号の説明】
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【００５２】
　１０　ポーラスコンクリート舗装
　１１　舗装表面
　１２　骨材
　２０　透水路盤
１００　透水コンクリート舗装

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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